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化学兵器禁⽌条約の締結の経緯
• 化学兵器禁⽌条約（Chemical Weapons Convention: CWC、正式名称は「化学兵器の開発、⽣産、

貯蔵及び使⽤の禁⽌並びに廃棄に関する条約」）は、サリンなどの化学兵器の開発、⽣産、保有な
どを包括的に禁⽌し、同時に、⽶国やロシア等が保有している化学兵器を⼀定期間内（原則として
10年以内）に全廃することを定めたものである。これは、軍縮条約史上、⼀つの範疇の⼤量破壊兵
器を完全に禁⽌し、廃棄させるのみならず、これらの義務の遵守を確保する⼿段として、実効的な
検証制度を持つ初めての条約であり、⼤きな意味を持っている。CWCの実施に当たる国際機関とし
て、化学兵器禁⽌機関（OPCW）が設けられている。

• 化学兵器に関しては、1925年のジュネーブ議定書により「窒息性ガス、毒性ガス等の戦争におけ
る使⽤」が禁⽌されていたものの、その開発、⽣産および貯蔵までは禁⽌されていなかった。

• 1969年、ウ・タント国連事務総⻑が、「化学・細菌兵器とその使⽤の影響」と題する報告書を提
出したことを契機として、国連などの場で化学兵器の禁⽌が活発に議論されることとなった。その
後1980年から軍縮委員会（その後の軍縮会議）において化学兵器禁⽌特別委員会が設⽴され、化
学兵器禁⽌のための交渉作業が本格的に開始された。

• 東⻄間、南北間の対⽴のため交渉は⻑期化したが、1992年9⽉にいたり条約案が軍縮会議において
採択され、1993年1⽉13⽇にはパリで署名式が開催された。発効は1997年4⽉29⽇。同年5⽉には
CWCの実施に当たる国際機関として化学兵器禁⽌機関（OPCW）がハーグに設⽴された。わが国は
1993年1⽉に署名し、1995年9⽉に批准した。

• 現在の締約国数は193か国。イスラエル（署名国）、北朝鮮及びエジプトが未締結である。

外務省サイトより引⽤・⼀部情報更新（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bwc/cwc/gaiyo.html）
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化学兵器禁⽌法の沿⾰

事件等化学兵器禁⽌法化学兵器禁⽌条約

• 2020年8⽉ ナワリヌイ⽒毒殺
未遂【ノビチョク】

• 2018年10⽉ ロシア元情報機
関職員暗殺未遂【ノビチョク】

• 2017年2⽉ ⾦正男暗殺【VX】

• 1995年3⽉ 地下鉄サリン事件
【死者:13⼈、負傷者︓5800⼈以上】

• 1994年6⽉ 松本サリン事件
【死者:8⼈、負傷者140⼈以上】

• 2020年6⽉ 化学兵器禁⽌
法施⾏令改正

• 1995年3⽉30⽇ 化学兵器
禁⽌法成⽴（同年4⽉5⽇公
布、5⽉5⽇施⾏）（※）

• 2019年11⽉ 表１剤毒性物質
追加決定

• 1997年4⽉29⽇ 条約発効

• 1995年9⽉ ⽇本国批准

• 1993年1⽉ ⽇本国署名
• 1992年11⽉ 化学兵器禁⽌条

約採択

（※）地下鉄サリン事件を受け施⾏期⽇の前倒し等が⾏われた他、サリン法が制定（1995年4⽉公布・施⾏）
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（参考）有機化学物質・特定有機化学物質の届出

 法第２９条（有機化学物質の製造の実績数量の区分）

第１項 特定物質及び指定物質以外の有機化学物質であって、政令で定めるもの（以下単に「有機化
学物質」という。）の製造（政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。）をする者は、前年に製
造をした有機化学物質のその事業所ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えたときは、経済産業
省令で定めるところにより、その旨及び前年に当該事業所において製造をした有機化学物質の数量が経
済産業省令で定める区分のいずれに属するかを経済産業⼤⾂に届け出なければならない。

第２項 りん、硫⻩⼜はふっ素を含む有機化学物質であって、政令で定めるもの（以下「特定有機化学物
質」という。）の製造をする者は、前年に製造をした特定有機化学物質のその事業所ごとの数量が経済産
業省令で定める数量を超えたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及び前年に当該事業所
において製造をした特定有機化学物質の数量が経済産業省令で定める区分のいずれに属するかを経済
産業⼤⾂に届け出なければならない。

条約では、表剤以外の化学物質についても化学兵器への転⽤を防⽌する観点から、それらを
製造する事業所であって⼀定の製造能⼒以上を有するものについての申告を求めています。
また、国際機関への申告が必要となる有機化学物質のうち、りん、硫⻩⼜はふっ素を含むものに
ついては、化学兵器への転⽤可能性等を勘案して、他の有機化学物質とは区別して管理する
こととなっていることから、これらの化学物質を「特定有機化学物質」として定めています。
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（参考）有機化学物質・特定有機化学物質の届出

 施⾏規則第２２条 （有機化学物質の製造の実績数量の届出）
第１項 法第２９条第１項の経済産業省令で定める数量は、２００トンとする。

第２項 法第２９条第１項の経済産業省令で定める区分は、１０００トン未満、１０００トン以上
１万トン以下及び１万トン超とする。

第３項 法第２９条第１項の規定による届出をしようとする者は、毎年⼆⽉末⽇までに様式第⼆⼗⼀に
よる届出書に国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための
書⾯を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局⻑を経由して経済産業⼤⾂に提出しなければな
らない。

 施⾏規則第２３条（特定有機化学物質の製造の実績数量の届出）
第１項 法第２９条第２項の経済産業省令で定める数量は、３０トンとする。

第２項 法第２９条第２項の経済産業省令で定める区分は、２００トン未満、２００トン以上１０
００トン未満、１０００トン以上１万トン以下及び１万トン超とする。

３ 法第２９条第２項の規定による届出をしようとする者は、毎年⼆⽉末⽇までに様式第⼆⼗⼆による
届出書に国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書
⾯を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局⻑を経由して経済産業⼤⾂に提出しなければなら
ない。
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（参考）施設（プラント）の定義

＜条約抜粋（検証附属書第1 部第6 項(b)＞
(b)「プラント」(例えば、⽣産施設、作業所）とは、補助的な及び付随する基盤的施設
（例えば、次の(i)から(vi)までに掲げるもの）を有する⼀⼜は⼆以上の設備単位を含む
敷地、⼯作物⼜は建物であって相対的に独⽴したものをいう。

(i) ⼩規模な管理組織
(ii) 原料及び⽣成物の貯蔵及び取扱いのための場所
(iii) 排⽔⼜は廃棄物の取扱い及び処理のための場所
(iv) 制御及び分析のための実験施設
(v) 救急医療及び関係する医療組織
(vi) 申告された化学物質及びその原料⼜は当該化学物質から⽣成される⽣成物の
当該プラントへの、当該プラントの周辺における及び当該プラントからの移動に関
する記録

 化兵法上の「施設」とは、条約上の「plant」に相当するものであり、その
範囲は、条約において次のとおり規定されています。



(1) 同⼀施設において2種類以上の有機化学物質を製造する場合は、これら全ての有機
化学物質の合計数量を算出。

(2) 多段階⼯程を有する施設の場合
① 施設から搬出される物が有機化学物質であれば、その有機化学物質の数量のみを合算。

② 施設から搬出される物が有機化学物質に該当しない場合は、次に従い算出。

a. 最終中間体が有機化学物質に該当すれば当該最終中間体の数量を算出。

b. 施設から搬出される物も、最終中間体も有機化学物質に該当しない場合は、最も下流側で中間
体として有機化学物質が⽣成した数量を算出。

(3) 事業所内のある施設から搬出される物が有機化学物質に該当し、当該有機化学物
質（a とする）が事業所内の別の施設で別の有機化学物質（b とする）の製造原料
として使われる場合は、a 及びb の合計数量を算出（いわゆる「プラントまたぎ」）。

30

（参考）製造量の計算⽅法について

製造された中間体の計上が必要な場合と必要ではない場合があります。
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（参考）DOC/PSF（条約の定義-1）

 検証附属書第１部パラ４ Discrete Organic Chemicals (DOC)
「識別可能な有機化学物質」とは、炭素化合物（炭素の酸化物及び硫化物並びに
⾦属炭酸塩を除く。）から成るすべての化学物質であって、化学名、構造式が判
明している場合には当該構造式によって、また、CAS登録番号が付されている場
合には当該番号によって、識別することができるものをいう
申告対象︓検証附属書第９部パラ１
1. 化学物質に関する附属書の表に掲げていない識別可能な有機化学物質を前暦年

において２００トンを超えて合成により⽣産した事業所
2. 化学物質に関する附属書の表に掲げていない識別可能な有機化学物質であって、

りん、硫⻩⼜はふっ素の元素を含むもの（以下「ＰＳＦ化学物質」という。）
を前暦年において３０トンを超えて合成により⽣産した⼀⼜は⼆以上の⼯場
（以下、「ＰＳＦ⼯場」という。）を有する事業所

 検証附属書第９部パラ２
・・・“⽕薬類” ⼜は “炭化⽔素類” のみを⽣産する事業所を含まない



 検証附属書第９部パラ１の解釈 [C-I/DEC.39]
1. 「オリゴマー（繰り返しユニット数4以上）」及び「ポリマー」は、PSFの含有

に関わらず、また、「炭素⼜は⾦属のみで構成される化学物質」も、共にDOC
ではない

2. 「炭素の酸化物」とは⼀酸化炭素及び⼆酸化炭素で、「炭素の硫化物」とは⼆
硫化炭素。両者に該当するものは硫化カルボニル

3. 検証附属書第9部の規定から除外される⽣産について、「炭化⽔素」は全ての炭化⽔素で
炭素の原⼦数は問わない（制限は無い）

4. 事業所（プラントサイト）におけるDOC総⽣産量の計算⽅法 “純分換算” !!!
a. 同⼀施設（プラント）においてDOCを２物質以上複数⽣産︓全てのDOCの合算数量

b. 多段階⼯程で、
• 最終製品がDOC︓「最終製品」の数量
• 最終製品が⾮DOC︓⼯程中の「最終DOC中間体」の数量

c. 同⼀事業所内の、施設１で「DOC中間体」を製造し、それを⽤いて施設２で「他の
DOC」を⽣産︓

DOC中間体（施設１）＋ 他のDOC（施設２）の合算数量 “プラントまたぎ”
32

（参考）DOC/PSF（条約の定義-2）
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国際検査とは

化学兵器禁⽌条約（1997年4⽉発効）に基づき設⽴された
化学兵器禁⽌機関（OPCW）が事業所に対し実施するもの。

【国際検査における確認内容】
① 表１剤の化学物質が存在しないこと
② 活動が申告に合致していること
③ 表２剤検査の場合のみ）表２剤が化学兵器の開発・⽣産

に転⽤されていないこと

• 事前に通告はなされるが、検査対象選定の理由は⽰されない。
• 検査の事実及び報告書は対外⾮公表。
• 本省化兵室、経産局及びNITEの三者で⽴会団を構成し⽴会

いを実施。
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国際検査件数の推移
 新型コロナウイルス感染拡⼤前は年間20〜25件程度の国際検査を受け⼊れ。
 2020年3⽉以降、新型コロナウイルス感染拡⼤の影響を受け、国際検査が

延期、2021年11⽉から再開され、昨年は合計16件、本年は現在まで（令
和６年11⽉15⽇）に８件の検査が実施された。

 新型コロナウィルスの影響はなくなりつつあり、今後、国際検査の受⼊れ
従前と同様の状況に戻る⾒込み。

（Other Chemical Production Facilities）
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（お問い合わせ）
 化兵法届出全般
 化兵法届出・申告関係ウェブサイト

https://www.meti.go.jp/policy/chemical management/cwc/todokede.html
 届出先及び届出に関するお問合せ先

https://www.meti.go.jp/policy/chemical management/cwc/toiawase.pdf
 化兵法電⼦申請関連
 お問合せメールフォーム

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

（その他参考ウェブサイト）
 化学兵器禁⽌機関（OPCW）︓https://www.opcw.org/
 外務省︓https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bwc/cwc/index.html

ご静聴、ありがとうございました。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/cwc/todokede.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/cwc/toiawase.pdf
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
https://www.opcw.org/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bwc/cwc/index.html
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国際検査の流れ

参考資料①
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国際検査の通告（有機化学物質の場合）

 OPCWから、午前10時頃（⽉曜⽇が通例でしたが、現在はその他の曜⽇にも
来ています）、外務省・経産省本省に国際検査の通告が⼊ります。

 管轄の経済産業局が国際検査の対象となった事業所に対して、国際検査が実
施される旨の連絡をします。1時間以内に外務省を通じて回答をする必要があ
りますので、迅速に受け⼊れの回答をお願いします。

 有機化学物質製造事業所の検査実施は、通例、⽉〜⽔または、⽔〜⾦のどち
らかになります。

 国際検査を拒むことはできません（⽇程の変更も不可です）。
 受⼊確認の後、経済産業省（本省化兵室、経済産業局）、NITEの三者で構成

する⽴会団が実施する事前調査の⽇程調整をします。
 国際検査時に使⽤するPIB（Pre-inspection Briefing）資料（英⽂資料）の作

成依頼をメールにて送付します。事前調査にて事業所の活動等を確認し、調
整します。
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事前調査（有機化学物質の場合）
経済産業省（化兵室、局）、NITEのメンバーにより事前調査を実施します。
主なアジェンダ

– １）国際検査についての説明

– ２）PIB資料案の内容確認と調整

– ３）本番記録検査の準備︓記録類、認証書類の確認等（製造量の模擬検証を含む）

– ４）サイトツアールートの確認も兼ねた現場確認（現場での想定質問）

– ５）ロジ関係を中⼼に、国際検査の準備に関連したお願いと確認
記録検査において検査される事項の確認

– 記録検査の際には、会社名、事業所名、事業所住所が合っているかを検証するために、ISO認証書類（英
語表記）、国・県・市等から発⾏された公的⽂書等の提⽰を求められます。

– 記録検査の際には、通例、製造現場の記録からAppendix D（Monthly production summary）作
成に⾄るまでの作業の流れや、利⽤している管理システム等についての説明を求められます。

– 検査団から指定された⽉について、Appendix Dに記載された数値が現場の記録と合っているかという検証
も⾏われます。

– Appendix E（All handling chemical list）において、取り扱っている表剤があれば、申告に関わらない
数量であることや条約上禁⽌された⽬的で利⽤されていないことを検証するために、①購⼊したことを証明で
きる書類（購⼊伝票等）、②使⽤量・在庫量等がわかる記録、③SDS、④使⽤⽬的を記載した資料
（⼝頭でも可）といった資料の提⽰を求められる可能性があります。
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ポイント時間項⽬

バス、タクシーでの移動。－事業所到着
IT作業部屋。なお、不在時は⼊⼝をシールで封印され⼊室不可
（鍵付きの部屋が望ましい）30分IT room⽴上げ

・事業所→ＩＴ→ＥＴ→通訳の順に⾃⼰紹介するのが⼀般的
・OPCWに提出した申告書⾯と、ITが持参した申告書⾯が同じ

であることを確認。
10分⾃⼰紹介

申告書⾯確認

・事業所概要（事業所位置、近隣、会社・事業所概要、組織図、
管理事務所レイアウト、事業所レイアウト・サイトツアールート、
健康安全規則、製造量サマリー（表剤はプロセス等･････も）、
事業所代表者、プラント概要、他施設概要、取扱化学物質等）

1時間
程度PIB説明

国際検査団⼊国〜PIB説明

※略語
• IT︓Inspection Team（検査団）
• ITL︓Inspection Team Leader（検査団⻑）

• ET︓Escort Team（⽴会団）
• ETL︓Escort Team Leader（⽴会団⻑）

国際検査の流れ
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作成に時間を要するPIB資料（抜粋）

PIB資料に不⾜や不備が多数あると、検査官からの質問が増えて、国際
検査時間が⻑くなることが予想されますので、時間もなく⼤変ですが、
資料作成へのご協⼒をお願いします。また、平時から、レイアウト図や
取扱い物質⼀覧（Appendix E）等、⼀部資料を準備しておいて頂くこ
とを推奨します。

参考資料②
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PIB（Pre-inspection Briefing）の構成

1. Location of the Plant Site and Airport
2. Vicinity of the Plant Site and Hospitals
3. Outline of the Company and the Plant Site (As of DD MMM 2023)
4. Organisation of the Plant Site
5. Layout of the Administration Office
6. General Layout of the Plant Site and Route map for the site tour
7. Health and Safety Regulations
8. Summary of DOC / PSF Production by plants in 2023

Appendix A: List of the site representatives
Appendix B: Plant description
Appendix C: Facility description
Appendix D: Monthly production summary
Appendix E: All handling chemical list
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5. Layout of the Administration Office

（参考）https://www.meti.go.jp/policy/chemical management/cwc/kokusaikensa.html

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/cwc/kokusaikensa.html
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Appendix D: Monthly production summary
CONFIDENTIAL






